
（別紙 SPROUTデイサービスゆずっこMISONOU料金表） 

提供するサービスの費用について 

（１）介護保険給付サービス利用料金 

   ＊法定代理受領分は介護報酬告示上の額及び東広島市の定める額の利用者負担割合に応じた額 

【介護予防通所サービス費】 

要介護度 単位数 

要支援１ １７９８ 

要支援２ ３６２１ 

【加算】※が付いている加算は区分支給限度基準額の対象外 

  加算名称 単位 
算定該

当 

若年性認知症利用者受入加算 

（１月につき） ＊該当者の場合のみ 
２４０ ● 

科学的介護推進体制加算 

（１月につき） 
４０ ● 

生活機能向上グループ活動加算 

（1 月につき） 
１００  

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）※ 要支援１ 

（１月につき） 
８８ ● 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）※ 要支援２ 

（１月につき） 
１７６ ● 

介護職員等処遇改善加算※ 

（１月につき） 

Ⅰ 所定単位数の 92/1000 ● 

Ⅱ 所定単位数の 90/1000  

Ⅲ 所定単位数の 80/1000  

Ⅳ 所定単位数の 64/1000  

【減算】 

減算名称 単位 算定該当 

送迎を行わない場合 

（片道につき） 
―４７ ● 

同一建物に居住している場合※ 

（１月につき） 要支援１ 
－３７６ ● 

同一建物に居住している場合※ 

（１月につき） 要支援２ 
－７５２ ● 

 

  



【地域密着型通所介護費】 

 サービス提供区分 提供時間帯 単位 

３時間以上 

４時間未満 

要介護１ ４１６ 

要介護２ ４７８ 

要介護３ ５４０ 

要介護４ ６００ 

要介護５ ６６３ 

４時間以上 

５時間未満 

要介護１ ４３６ 

要介護２ ５０１ 

要介護３ ５６６ 

要介護４ ６２９ 

要介護５ ６９５ 

５時間以上 

６時間未満 

要介護１ ６５７ 

要介護２ ７７６ 

要介護３ ８９６ 

要介護４ １０１３ 

要介護５ １１３４ 

６時間以上 

７時間未満 

要介護１ ６７８ 

要介護２ ８０１ 

要介護３ ９２５ 

要介護４ １０４９ 

要介護５ １１７２ 

【加算】 ※が付いている加算は区分支給限度基準額の対象外 

加算名称 単位 算定該当 

入浴介助加算    （１日につき） 
Ⅰ ４０  

Ⅱ ５５  

中重度者ケア体制加算 （１日につき） ４５  

生活機能向上連携加算（１月につき） 
Ⅰ １００  

Ⅱ ２００  

個別機能訓練加算  （１日につき） 
Ⅰイ ５６  

Ⅰロ ７６ ● 

個別機能訓練加算Ⅱ （１月につき） ２０ ● 

ＡＤＬ維持等加算  （１月につき） 
Ⅰ ３０  

Ⅱ ６０  

認知症加算     （１日につき） ６０  

若年性認知症利用者受入加算 （１日につき） 

＊該当者の場合のみ 
６０ ● 

栄養アセスメント加算（１月につき） ５０  



栄養改善加算    （１日につき） ２００  

口腔栄養スクリーニング加算 

（１回につき）＊6月に 1回限度 

Ⅰ ２０  

Ⅱ ５  

口腔機能向上加算 

（１回につき）＊月 2回を限度 

Ⅰ １５０  

Ⅱ １６０  

科学的介護推進体制加算（１月につき） ４０ ● 

サービス提供体制強化加算※ 

（１回につき） 

Ⅰ ２２ ● 

Ⅱ １８  

Ⅲ ６  

介護職員等処遇改善加算※ 

（１月につき） 

Ⅰ 所定単位数の 92/1000 ● 

Ⅱ 所定単位数の 90/1000  

Ⅲ 所定単位数の 80/1000  

Ⅳ 所定単位数の 64/1000  

  【減算】 

減算名称 単位 算定該当 

同一建物に居住している場合※ 

（１日につき） 
―９４ ● 

送迎を行わない場合 

（片道につき） 
―４７ ● 

＊上記単位数に 10.14 円を乗じた額（切り捨て）の内、1割（一定以上所得のある方は 2割又は 3

割）が利用者負担額となります。 

  ＊利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合、上記に係る利用料は、全額を一度お支払

いいただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、領収書を添えてお住いの

市町に居宅介護サービス費の支給（利用者負担額を除く）申請を行ってください。 

  ＊以下の内容について、当事業所が取り組みを行っていない場合は減算となります。 

・高齢者虐待防止措置について未実施の場合 

・業務継続計画を未策定の場合 

  ＊介護報酬は定期的な見直しがあります。変更があった場合は、再度別紙にてご説明し、同意をいた

だきます。 

  



（２）その他の費用について 

  ＊以下の金額は利用料金の全額が利用者負担になります。 

項目 料金等 

送迎費 

利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに

基づき、交通費の実費を請求いたします。通常の事業の実施地域を越え

た所から、片道分１㎞ごとに 50円。 

おむつ代 
紙パンツ・テープ止め（アウター）：1枚当り １００円 

パット類（インナー）：1枚当り ５０円 

教養娯楽費 
本人希望で参加される行事、レクリエーション費等、実費相当分を頂き

ます。 

連絡帳代 １００円、初回の利用料金の引き落とし時に請求致します。 

飲み物代 １８０円（1日あたり） 

キャンセル料 

前日 17時までにご連絡がある場合 キャンセル料は不要です。 

前日 17時までにご連絡のない場合 ７００円 

・ご利用者様の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請

求いたしません。 

・事業対象者、要支援１・２対象者は、基本報酬が月額のためキャンセ

ル料は請求いたしません。 

 


